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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、「１ 四半期連結財務諸表」の「１株当たり

情報」に記載しております。 

  

平成20年度 
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成21年度 
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成20年度 

(自 平成20年 
４月１日 

至 平成20年 
６月30日)

(自 平成21年 
４月１日 

至 平成21年 
６月30日)

(自 平成20年 
４月１日 

至 平成21年 
３月31日)

経常収益 百万円 59,914 55,823 239,648 

経常利益 百万円 10,933 5,525 21,399 

四半期純利益 百万円 6,765 3,499 ―― 

当期純利益 百万円 ―― ―― 37,034 

純資産額 百万円 427,449 457,621 441,664 

総資産額 百万円 9,671,718 9,863,231 9,929,086 

１株当たり純資産額 円 225.19 246.88 234.56 

１株当たり四半期純利益

金額 
円 4.86 2.51 ―― 

１株当たり当期純利益金

額 
円 ―― ―― 24.91 

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額 
円 4.23 2.21 ―― 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
円 ―― ―― 22.79 

自己資本比率 ％ 4.41 4.63 4.44 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 200,412 36,380 149,296 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △61,534 △88,990 △44,945 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △35,257 △5,696 △21,319 

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高 
百万円 268,997 190,018 248,324 

従業員数 人 5,027 5,127 4,843 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容については、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社における従業員数 

 （注）１．従業員数は、執行役員25人、臨時従業員4,536人を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、［ ］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

(2) 当社の従業員数 

 （注）１．当社従業員は全員、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行からの出向者であります。なお、従業員数に

は両銀行からの兼務出向者39名を含んでおりません。 

２．平成21年６月末現在、臨時従業員はおりません。 

３．臨時従業員数は、［ ］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

４．株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行の従業員数は、以下のとおりであります。 

 （注）１．従業員数は、執行役員（北陸銀行10人、北海道銀行12人）、臨時従業員（北陸銀行2,620人、北海道銀行

1,516人）を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、[ ]内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

平成21年６月30日現在

従業員数（人） 
5,127 

[4,551] 

平成21年６月30日現在

従業員数（人） 
12 

[－] 

平成21年６月30日現在

株式会社北陸銀行の従業員数（人） 
2,887 

[2,632] 

株式会社北海道銀行の従業員数（人） 
1,818 

[1,522] 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

 「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載して

おりません。 

２【事業等のリスク】 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】 

該当ありません。  

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

 以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結会社）

が判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、国際的な金融不安が落ち着きをみせる中、輸出の下げ止まり

や在庫調整の進展等により一部に持ち直しが見られるものの、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような環境の中、当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結業績は以下のようになりました。  

 経常収益は、貸出金利息及び役務取引等収益の減少等を主因に、前年同四半期連結会計期間比40億円減少して

558億円となりました。一方、経常費用については、預金利息は減少しましたが不良債権処理額及び営業経費が増

加した結果、前年同四半期連結会計期間比13億円増加して502億円となりました。この結果、経常利益は、前年同

四半期連結会計期間比54億円減少して55億円となりました。また、四半期純利益は、前年同四半期連結会計期間比

32億円減少して34億円となりました。貸出金の当第１四半期連結会計期間末残高は、個人ローンの増加を受け前年

同四半期連結会計期間末比1,287億円増加して６兆9,031億円となりました。預金の当第１四半期連結会計期間末残

高は、個人預金が引き続き順調に増加しており、前年同四半期連結会計期間末比2,970億円増加して８兆7,888億円

となりました。  

 事業のセグメント別では、経常収益は銀行業で前年同四半期連結会計期間比36億円減少して508億円、リース業

で前年同四半期連結会計期間比４億円減少して36億円となりました。経常利益は銀行業で前年同四半期連結会計期

間比52億円減少して50億円、リース業で前年同四半期連結会計期間比０億円増加して２億円となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間後の７月７日に、公的資金の一部返済（第１回第１種優先株式50,000千株、第

１回第４種優先株式26,400千株の自己株式取得及び消却）を実施しております。これに伴い、資本剰余金は479億

円減少しております。 

3



① 国内業務部門・国際業務部門別収支 

 当第１四半期連結会計期間の資金運用収支は前第１四半期連結会計期間比５億円減少して322億円、役務取引

等収支は前第１四半期連結会計期間比８億円減少して70億円、特定取引収支は前第１四半期連結会計期間比１億

円増加して３億円、その他業務収支は前第１四半期連結会計期間比16億円減少して21億円となりました。 

 （注）１．「国内」「海外」の区分に替えて、「国内業務部門」「国際業務部門」で区分しております。 

  国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引でありま

す。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等分は国際業務部門に含めております。 

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第１四半期連結会計期間20百万円、当第１四半期連結会計期間

２百万円）を控除して表示しております。 

３．相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支 
前第１四半期連結会計期間 32,463 380 － 32,844 

当第１四半期連結会計期間 32,034 257 － 32,292 

うち資金運用収益 
前第１四半期連結会計期間 39,614 1,203 △175 40,642 

当第１四半期連結会計期間 37,912 936 △200 38,649 

うち資金調達費用 
前第１四半期連結会計期間 7,151 822 △175 7,798 

当第１四半期連結会計期間 5,878 679 △200 6,357 

役務取引等収支 
前第１四半期連結会計期間 7,732 133 － 7,865 

当第１四半期連結会計期間 6,958 99 － 7,058 

うち役務取引等収益 
前第１四半期連結会計期間 10,421 186 － 10,607 

当第１四半期連結会計期間 9,840 146 － 9,987 

うち役務取引等費用 
前第１四半期連結会計期間 2,688 52 － 2,741 

当第１四半期連結会計期間 2,882 46 － 2,929 

特定取引収支 
前第１四半期連結会計期間 199 △0 － 199 

当第１四半期連結会計期間 317 0 － 317 

うち特定取引収益 
前第１四半期連結会計期間 199 △0 － 199 

当第１四半期連結会計期間 317 0 － 317 

うち特定取引費用 
前第１四半期連結会計期間 － － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － － 

その他業務収支 
前第１四半期連結会計期間 2,756 1,042 － 3,798 

当第１四半期連結会計期間 1,586 515 － 2,102 

うちその他業務収益 
前第１四半期連結会計期間 6,538 1,042 － 7,581 

当第１四半期連結会計期間 5,703 515 － 6,218 

うちその他業務費用 
前第１四半期連結会計期間 3,782 － － 3,782 

当第１四半期連結会計期間 4,116 △0 － 4,116 
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② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況 

 当第１四半期連結会計期間の役務取引等収益は、前第１四半期連結会計期間比６億円減少して99億円となりま

した。役務取引等費用は、前第１四半期連結会計期間比１億円増加して29億円となりました。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

役務取引等収益 
前第１四半期連結会計期間 10,421 186 10,607 

当第１四半期連結会計期間 9,840 146 9,987 

うち預金・貸出業務 
前第１四半期連結会計期間 2,761 － 2,761 

当第１四半期連結会計期間 2,812 － 2,812 

うち為替業務 
前第１四半期連結会計期間 3,038 175 3,213 

当第１四半期連結会計期間 2,862 139 3,001 

うち証券関連業務 
前第１四半期連結会計期間 1,473 － 1,473 

当第１四半期連結会計期間 1,085 － 1,085 

うち代理業務 
前第１四半期連結会計期間 524 － 524 

当第１四半期連結会計期間 489 － 489 

うち保護預り・ 

貸金庫業務 

前第１四半期連結会計期間 252 － 252 

当第１四半期連結会計期間 242 － 242 

うち保証業務 
前第１四半期連結会計期間 653 10 663 

当第１四半期連結会計期間 722 7 730 

役務取引等費用 
前第１四半期連結会計期間 2,688 52 2,741 

当第１四半期連結会計期間 2,882 46 2,929 

うち為替業務 
前第１四半期連結会計期間 486 51 538 

当第１四半期連結会計期間 458 46 505 
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③ 国内業務部門・国際業務部門別特定取引の状況 

 当第１四半期連結会計期間の特定取引収益は、前第１四半期連結会計期間比１億円増加して３億円となりまし

た。  

 （注）内訳科目は、それぞれ収益と費用で相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄

に、上回った純額を計上しております。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

特定取引収益 
前第１四半期連結会計期間 199 △0 199 

当第１四半期連結会計期間 317 0 317 

うち商品有価証券収

益 

前第１四半期連結会計期間 6 － 6 

当第１四半期連結会計期間 53 － 53 

うち特定取引有価証

券収益 

前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 

うち特定金融派生商

品収益 

前第１四半期連結会計期間 192 △0 192 

当第１四半期連結会計期間 263 0 264 

うちその他の特定取

引収益 

前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 

特定取引費用 
前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 

うち商品有価証券費

用 

前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 

うち特定取引有価証

券費用 

前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 

うち特定金融派生商

品費用 

前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 

うちその他の特定取

引費用 

前第１四半期連結会計期間 － － － 

当第１四半期連結会計期間 － － － 
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④ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高（末残） 

 （注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

⑤ 国内・特別国際金融取引勘定分別貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況（残高・構成比） 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

預金合計 
前第１四半期連結会計期間 8,443,963 47,842 8,491,806 

当第１四半期連結会計期間 8,737,561 51,303 8,788,865 

うち流動性預金 
前第１四半期連結会計期間 4,038,340 － 4,038,340 

当第１四半期連結会計期間 4,191,085 － 4,191,085 

うち定期性預金 
前第１四半期連結会計期間 4,280,021 － 4,280,021 

当第１四半期連結会計期間 4,435,173 － 4,435,173 

うちその他 
前第１四半期連結会計期間 125,601 47,842 173,444 

当第１四半期連結会計期間 111,303 51,303 162,606 

譲渡性預金 
前第１四半期連結会計期間 138,264 － 138,264 

当第１四半期連結会計期間 116,083 － 116,083 

総合計 
前第１四半期連結会計期間 8,582,227 47,842 8,630,070 

当第１四半期連結会計期間 8,853,645 51,303 8,904,949 

業種別 
平成20年６月30日 

貸出金残高(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 6,774,375 100.00 

製造業 847,498 12.51 

農業 12,554 0.18 

林業 3,168 0.05 

漁業 6,523 0.10 

鉱業 13,598 0.20 

建設業 345,383 5.10 

電気・ガス・熱供給・水道業 64,473 0.95 

情報通信業 32,041 0.47 

運輸業 156,911 2.32 

卸売・小売業 888,292 13.11 

金融・保険業 217,360 3.21 

不動産業 478,229 7.06 

各種サービス業 683,274 10.09 

地方公共団体等 1,079,563 15.93 

その他 1,945,504 28.72 

特別国際金融取引勘定分 － － 

合計 6,774,375 ―― 
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（注）日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当四半期連結会計期間から業種の表示を一部変更しておりま

す。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少を主因に前年同四半期

連結会計期間比1,640億円減少して、363億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取

得による支出の増加及び有価証券の売却による収入の増加を主因に前年同四半期連結会計期間比274億円減少し

て、△889億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出の減少を主因に

前年同四半期連結会計期間比295億円増加して、△56億円となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間

末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比583億円減少して1,900億円となりました。  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

記載すべき重要な変更はありません。 

(4) 研究開発活動 

該当事項はありません。 

第３【設備の状況】 
（１）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

（２）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。 

業種別 
平成21年６月30日 

貸出金残高(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 6,903,109 100.00 

製造業 940,780 13.63 

農業、林業 22,567 0.33 

漁業 5,539 0.08 

鉱業、採石業、砂利採取業 16,489 0.24 

建設業 342,652 4.96 

電気・ガス・熱供給・水道業 84,343 1.22 

情報通信業 44,853 0.65 

運輸業、郵便業 161,042 2.33 

卸売業、小売業 858,941 12.44 

金融業、保険業 211,134 3.06 

不動産業、物品賃貸業 556,123 8.06 

各種サービス業 586,635 8.50 

地方公共団体等 1,063,661 15.41 

その他 2,008,347 29.09 

特別国際金融取引勘定分 － － 

合計 6,903,109 ―― 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）１．すべての種類の株式につき、単元株式数は、1,000株であります。 

（注）２．すべての種類の株式について、株式の内容として、会社法第322条第２項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

はありません。 

（注）３．普通株式のほか、会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした複数の優先株式を発行しており、議決権の有無に

差異があります。各優先株式には、資本増強に際しての既存株主への影響を考慮したため、議決権はありません。各優先株式の内容

は、（注）６．７．８．のとおりであります。 

（注）４．完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。 

（注）５．提出日現在の第１回第１種優先株式及び第１回第４種優先株式の発行数は、平成21年７月２日の取締役会決議による消却を反映して

おります。 

（注）６．第１回第１種優先株式の概要は次のとおりであります。 

１．優先配当金 

(1) 優先配当金    １株につき年７円70銭 

(2) 非累積条項 

 ある事業年度において、本優先株式の株主（以下「本優先株主」という）に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

(3) 非参加条項        本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当の支払いをしない。 

(4) 優先中間配当金  １株につき３円85銭 

２．残余財産の分配 

 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき500円を支払う。本優先株

主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配はしない。 

３．優先順位 

 本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。 

４．消 却 

 当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。 

５．取得請求権 

(1) 本優先株式の株主は、当社に対して、その有する株式にかえて普通株式の交付を請求することができる。 

(2) 取得を請求し得べき期間   当社設立の日から平成22年７月29日までとする。 

(3) 転換価額          金314円40銭（平成21年６月30日現在） 

(4) 転換価額の修正 

 転換価額は、当社設立の日から平成21年７月31日までの毎年７月31日（以下それぞれ「転換価額修正日」という）に当該転

換価額修正日現在の時価に修正される。ただし、当該時価が146円70銭（以下「下限転換価額」という）を下回る場合は、修

正後転換価額は下限転換価額とする。「転換価額修正日現在の時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）

とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、下記(5）に

定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は(5）に準じて調整される。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 2,800,000,000 

第１種 優先株式 400,000,000 

第２種 優先株式 200,000,000 

第３種 優先株式 200,000,000 

第４種 優先株式 90,000,000 

第５種 優先株式 110,000,000 

計 3,800,000,000 

種類 

第１四半期会計期間末現在発行

数(株) 

（平成21年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 

（平成21年８月14日） 

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名 

内容 

普通株式 1,391,630,146 1,391,630,146 
東京証券取引所（市場第一部） 

札幌証券取引所 
（注）1,2,3,4 

第１回第１種優先株式 50,000,000 － － （注）1,2,3,5,6

第１回第４種優先株式 61,400,000 35,000,000 － （注）1,2,3,5,7

第１回第５種優先株式 107,432,000 107,432,000 － （注）1,2,3,8 

計 1,610,462,146 1,534,062,146 － － 
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(5) 転換価額の調整 

 転換価額（下限転換価額を含む）は、優先株式を発行後、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合、次に定

める算式（以下「転換価額調整式」という）により調整する。ただし、転換価額調整式により計算される転換価額が100円を

下回る場合には、100円をもって調整後転換価額とする。 

また、転換価額は株式分割又は併合その他一定の場合にも適宜調整される。 

６．取得条項 

 平成22年７月29日までに取得請求のなかった本優先株式に代えて平成22年７月30日（以下「一斉取得日」という）をもって、

500円を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる数の普通株式を交付する。当該平均値の計算は円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、この場合当該平均値が150円を下回るときは、500円を150円で除して得

られる数の普通株式を交付する。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に従ってこれ

を取り扱う。 

７．株主との合意による優先株式の取得 

 本優先株式の取得について会社法第160条第１項の規定による決定をするときは、同条第２項及び第３項の規定を適用しない。

８．議決権条項 

 本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける

旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時よ

り、優先配当金全部の支払を受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。 

９．新株等の引受権 

 法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式

及び新株予約権の無償割当ては行わない。 

 本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。 

 （注）７．第１回第４種優先株式の概要は次のとおりであります。 

１．優先配当金 

(1) 優先配当金    １株につき年６円62銭 

(2) 非累積条項 

 ある事業年度において、本優先株式の株主（以下「本優先株主」という）に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

(3) 非参加条項 

 本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当の支払いをしない。 

(4) 優先中間配当金  １株につき３円31銭 

２．残余財産の分配 

 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき、570円を支払う。本優先

株主に対しては、上記570円のほか残余財産の分配はしない。 

３．優先順位 

 本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。 

４．消却 

 当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。 

５．取得請求権 

(1) 本優先株式の株主は、当社に対して、その有する株式にかえて普通株式の交付を請求することができる。 

(2) 取得を請求し得べき期間 

 平成16年９月１日から平成22年７月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための一

定の日（以下「基準日」という）の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。 

(3) 転換価額   金313円90銭（平成21年６月30日現在。なお、平成21年８月１日付で金223円40銭に修正しております。） 

(4) 転換価額の修正 

 転換価額は、平成17年８月１日以降平成21年８月１日までの毎年８月１日（以下それぞれ「転換価額修正日」という）に当

該転換価額修正日現在の時価に修正される。ただし、当該時価が136円20銭（以下「下限転換価額」という）を下回る場合

は、修正後転換価額は下限転換価額とする。「転換価額修正日現在の時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に

始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を

除く）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、下記

(5）に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は(5）に準じて調整される。 

(5) 転換価額の調整 

 転換価額（下限転換価額を含む）は、優先株式を発行後、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合、次に定

める算式（以下「転換価額調整式」という）により調整する。ただし、転換価額調整式により計算される転換価額が100円を

下回る場合には、100円をもって調整後転換価額とする。 

また、転換価額は株式分割又は併合その他一定の場合にも適宜調整される。 

６．取得条項 

 平成22年７月31日までに取得請求のなかった本優先株式に代えて平成22年８月１日（以下「一斉取得日」という）をもって、

570円を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる数の普通株式を交付する。当該平均値の計算は円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、この場合当該平均値が137円50銭を下回るときは、570円を137円50銭で

除して得られる数の普通株式を交付する。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に従

ってこれを取り扱う。 

          既 発 行 

普通株式数 
＋ 

新規発行普通株式数 × １株あたり払込金額 

  調 整 後 

転換価額 
＝ 

調 整 前 

転換価額 
× 

１株あたり時価 

  既発行普通株式数 ＋ 新規発行普通株式数 

          既 発 行 

普通株式数 
＋ 

新規発行普通株式数 × １株あたり払込金額 

  調 整 後 

転換価額 
＝ 

調 整 前 

転換価額 
× 

１株あたり時価 

  既発行普通株式数 ＋ 新規発行普通株式数 
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７．株主との合意による優先株式の取得 

 本優先株式の取得について会社法第160条第１項の規定による決定をするときは、同条第２項及び第３項の規定を適用しない。

８．議決権条項 

 本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける

旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時よ

り、優先配当金全部の支払を受ける旨の議決がなされる時まで議決権を有する。 

９．新株等の引受権 

 法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式

及び新株予約権の無償割当ては行わない。 

 本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。 

 （注）８．第１回第５種優先株式の概要は次のとおりであります。 

１．優先配当金 

(1) 優先配当金   １株につき年15円 

(2) 非累積条項 

 ある事業年度において、本優先株式の株主（以下「本優先株主」という）に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

(3) 非参加条項 

 本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当金の支払いをしない。 

(4) 優先中間配当金  １株につき７円50銭 

２．残余財産の分配 

 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき、500円を支払う。本優先

株主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配はしない。 

３．優先順位 

 本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。 

４．消却 

 当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。 

５．取得請求権 

 本優先株主は、普通株式への取得請求権を有しない。 

６．取得条項 

 当社は、平成17年３月31日以降いつでも、本優先株式１株につき500円で本優先株式の全部又は一部を取得することができる。

一部取得の場合は抽選その他の方法により行うことができる。 

７．議決権条項 

 本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける

旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時よ

り、優先配当金全部の支払を受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。 

８．新株等の引受権 

 法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式

及び新株予約権の無償割当ては行わない。 

 本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当ありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

  該当ありません。 
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）平成21年７月２日開催の取締役会の決議により、次のとおり第１回第１種優先株式及び第１回第４種優先株式に
関して、自己株式の消却を行いました。 

（５）【大株主の状況】 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

 （注１） 優先株式の内容は、「１．株式等の状況」の「(1）株式の総数等」に記載しております。 

なお、無議決権株式については、この優先株式を保有する株主が優先的配当全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されない

ときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結のときより、優先的配当全額を受ける旨の

決議がある時まで、議決権を有するものであります。 

また、当第１四半期会計期間後において、当社は第１回第１種優先株式を50,000千株、第１回第４種優先株式を26,400千株取得し

消却しております。 

 （注２） 普通株式の内容は、「１．株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。 

 （注３） 「完全議決権株式（その他）」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が56千株含まれております。 

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれておりません。 

年月日 
発行済株式総数 

増減数（千株） 

発行済株式総数残高 

（千株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金 

増減額（千円） 

資本準備金 

残高（千円） 

平成21年４月１日～ 

平成21年６月30日 

普通株式 － 
第１回第１種優先株式 

－ 

第１回第４種優先株式 

－ 

第１回第５種優先株式 

－ 

 普通株式 1,391,630 
第１回第１種優先株式 

50,000 

第１回第４種優先株式 

61,400 

第１回第５種優先株式 

107,432 

－ 70,895,000 － 82,034,757 

年月日 
発行済株式総数 

増減数（千株） 

発行済株式総数残高 

（千株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金 

増減額（千円） 

資本準備金 

残高（千円） 

 平成21年７月７日 

普通株式 － 
第１回第１種優先株式 

△50,000 

第１回第４種優先株式 

△26,400 

第１回第５種優先株式 

－ 

 普通株式 1,391,630 
第１回第１種優先株式 

－ 

第１回第４種優先株式 

35,000 

第１回第５種優先株式 

107,432 

－ 70,895,000 － 82,034,757 

平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 優先株式  218,827,000 ―― 

（注１） 
  第１回第１種 優先株式 50,000,000 ―― 

  第１回第４種 優先株式 61,400,000 ―― 

  第１回第５種 優先株式 107,427,000 ―― 

議決権制限株式（自己株式等） － ―― － 

議決権制限株式（その他） － ―― － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,759,000 ―― 

（注２）   （自己保有株式） 普通株式 1,339,000 ―― 

  （相互保有株式） 普通株式 420,000 ―― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,380,542,000 1,380,486 （注２、３） 

単元未満株式 普通株式  9,329,146 

優先株式 5,000 

―― 

―― 

－ 

第１回第５種優先株式 

発行済株式総数 1,610,462,146 ―― ―― 

総株主の議決権 ―― 1,380,486 ―― 
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②【自己株式等】 

 （注）なお、上記は直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりますが、当第１四半期会計期間末日現在の自

己株式等の状況は以下のとおりです。 

２【株価の推移】 

(1) 普通株式 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2) 第１回第１種優先株式 

 当株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 

(3) 第１回第４種優先株式 

 当株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 

(4) 第１回第５種優先株式 

 当株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は 

名称 
所有者の住所 

自己名義所有 

株式数（株） 

他人名義所有 

株式数（株） 

所有株式数の 

合計（株） 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

株式会社ほくほくフィナン

シャルグループ  

富山市堤町通り１丁目２

番26号 
1,339,000 － 1,339,000 0.08 

ほくほくキャピタル株式

会社 

富山市中央通り１丁目６

番８号 
420,000 － 420,000 0.02 

計 ―― 1,759,000 － 1,759,000 0.10 

平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は 

名称 
所有者の住所 

自己名義所有 

株式数（株） 

他人名義所有 

株式数（株） 

所有株式数の 

合計（株） 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

株式会社ほくほくフィナン

シャルグループ  

富山市堤町通り１丁目２

番26号 
1,370,000 － 1,370,000 0.08 

ほくほくキャピタル株式

会社 

富山市中央通り１丁目６

番８号 
420,000 － 420,000 0.02 

計 ―― 1,790,000 － 1,790,000 0.11 

月別 平成21年４月 ５月 ６月 

最高（円） 192 202 242 

最低（円） 165 172 201 
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第５【経理の状況】 
１．当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに

収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）は改正前の四半期連結財務諸表規

則に基づき作成し、当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第１四半期連結

累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）は改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しておりま

す。 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 

至平成20年６月30日）に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、

当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年６月30日）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツの四半期レビュ

ーを受けております。 

 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 369,086 412,377

コールローン及び買入手形 100,532 60,726

買入金銭債権 147,579 154,830

特定取引資産 8,462 8,719

金銭の信託 4,415 4,751

有価証券 ※2, ※4  1,792,929 ※2, ※4  1,673,591

貸出金 ※1, ※2  6,903,109 ※1, ※2  7,133,148

外国為替 11,569 13,381

その他資産 ※2  249,753 ※2  182,963

有形固定資産 ※3  110,941 ※3  111,642

無形固定資産 39,116 39,902

繰延税金資産 87,961 93,391

支払承諾見返 131,203 135,055

貸倒引当金 △93,432 △95,397

資産の部合計 9,863,231 9,929,086

負債の部   

預金 8,788,865 8,590,573

譲渡性預金 116,083 70,965

コールマネー及び売渡手形 － 10,000

特定取引負債 2,500 2,263

借用金 114,421 395,559

外国為替 102 55

社債 64,500 64,500

その他負債 165,520 196,678

退職給付引当金 9,426 8,960

偶発損失引当金 1,817 1,558

睡眠預金払戻損失引当金 2,196 2,196

再評価に係る繰延税金負債 8,970 9,054

支払承諾 131,203 135,055

負債の部合計 9,405,609 9,487,421
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

資本金 70,895 70,895

資本剰余金 223,097 223,098

利益剰余金 155,191 156,942

自己株式 △474 △470

株主資本合計 448,709 450,466

その他有価証券評価差額金 △532 △18,341

繰延ヘッジ損益 △44 △45

土地再評価差額金 8,785 8,908

評価・換算差額等合計 8,208 △9,478

少数株主持分 703 676

純資産の部合計 457,621 441,664

負債及び純資産の部合計 9,863,231 9,929,086
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

経常収益 59,914 55,823

資金運用収益 40,642 38,649

（うち貸出金利息） 34,963 33,333

（うち有価証券利息配当金） 4,319 4,122

役務取引等収益 10,607 9,987

特定取引収益 199 317

その他業務収益 7,581 6,218

その他経常収益 883 650

経常費用 48,980 50,297

資金調達費用 7,818 6,359

（うち預金利息） 6,484 5,144

役務取引等費用 2,741 2,929

その他業務費用 3,782 4,116

営業経費 25,020 26,281

その他経常費用 ※1  9,617 ※1  10,610

経常利益 10,933 5,525

特別利益 14 14

特別損失 35 261

減損損失  209

その他の特別損失  51

税金等調整前四半期純利益 10,912 5,279

法人税、住民税及び事業税 4,107 4,765

法人税等調整額 － △3,009

法人税等合計  1,755

少数株主利益 39 23

四半期純利益 6,765 3,499
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 10,912 5,279

減価償却費 3,797 1,892

減損損失 4 209

のれん償却額 605 601

持分法による投資損益（△は益） △14 32

貸倒引当金の増減（△） △2,897 △1,964

偶発損失引当金の増減（△は減少） 231 258

退職給付引当金の増減（△は減少） 13 466

資金運用収益 △40,642 △38,649

資金調達費用 7,818 6,359

有価証券関係損益（△） 1,919 △786

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △22 △17

為替差損益（△は益） △456 86

固定資産処分損益（△は益） 30 47

特定取引資産の純増（△）減 118 257

特定取引負債の純増減（△） △822 236

貸出金の純増（△）減 97,007 230,039

預金の純増減（△） 150,974 198,291

譲渡性預金の純増減（△） 43,470 45,118

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△66,279 △281,137

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △29,914 △15,014

コールローン等の純増（△）減 65,149 △32,554

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △61,385 －

コールマネー等の純増減（△） 20,000 △10,000

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 197 －

外国為替（資産）の純増（△）減 2,097 1,811

外国為替（負債）の純増減（△） △19 46

資金運用による収入 33,483 34,073

資金調達による支出 △4,654 △12,587

その他 △29,892 △88,691

小計 200,833 43,703

法人税等の支払額 △420 △7,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,412 36,380
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △255,080 △521,136

有価証券の売却による収入 83,920 359,754

有価証券の償還による収入 106,379 68,887

金銭の信託の減少による収入 1,500 500

投資活動としての資金運用による収入 4,342 4,140

有形固定資産の取得による支出 △2,338 △788

有形固定資産の売却による収入 － 7

無形固定資産の取得による支出 △258 △355

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,534 △88,990

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動としての資金調達による支出 △273 △317

自己株式の取得による支出 △30,134 △7

自己株式の売却による収入 2 1

配当金の支払額 △4,851 △5,372

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,257 △5,696

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,662 △58,305

現金及び現金同等物の期首残高 165,335 248,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  268,997 ※1  190,018
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【表示方法の変更】 

【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結範囲の変更 

 北銀資産管理株式会社は清算結了により子会社に該当しないことになっ

たことから、当第１四半期連結会計期間より連結子会社から除外しており

ます。 

(2) 変更後の連結子会社数 

14社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 （税金費用の計算方法の変更） 
 前連結会計年度の第３四半期連結累計期間より、税金費用の計算方法に

ついて、年度の税効果会計適用後の見積実効税率を税引前四半期純利益に

乗じて計算する方法から原則として年度の決算と同様の方法により計算す

る方法に変更したため、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期連結会

計期間で税金費用の計算方法が異なっております。なお、前第１四半期連

結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、四半期純利益が

1,883百万円少なく計上されております。 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、特別損失に含めておりました「減損損失」は、特別損失総額の100分の20を超

えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の特別損

失に含まれる「減損損失」は４百万円であります。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．減価償却費の算定方法  定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の

額を期間按分する方法により算定しております。 

２．貸倒引当金の計上方法  「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の予

想損失額を引き当てている債権等以外の債権に対する貸倒引当金につきまし

ては、平成21年３月期の予想損失率を適用して計上しております。 

３．税金費用の計算  法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しております

が、納付税額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項

目に限定して適用しております。 

４．繰延税金資産の回収可能性の判断  繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況に

ついて前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末

の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果

を適用しております。 

５．連結会社相互間の債権債務及び取引

の相殺消去 

 連結会社相互間の債権債務につきましては、合理的な範囲内で、当該債権

の額と債務の額の差異の調整を行わずに相殺消去しております。 

 連結会社相互間の取引につきましては、取引金額の差異を合理的な方法に

より相殺消去しております。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．税金費用の処理  一部の連結子会社の税金費用は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会

計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定

しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。 

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。 

破綻先債権額 29,189百万円

延滞債権額 181,770百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,982百万円

貸出条件緩和債権額 15,059百万円

破綻先債権額 31,134百万円

延滞債権額 182,427百万円

３ヵ月以上延滞債権額 707百万円

貸出条件緩和債権額 16,412百万円

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

有価証券 298,308百万円

貸出金 334,062百万円

その他資産 465百万円

有価証券 279,322百万円

貸出金 346,216百万円

その他資産 500百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額 96,275百万円 ※３．有形固定資産の減価償却累計額 96,000百万円

※４．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商

品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は113,125百万円であります。 

※４．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商

品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は114,419百万円であります。 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額6,271百万

円及び株式等償却2,267百万円を含んでおります。 

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額8,653百万

円及び株式等償却738百万円を含んでおります。 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：百万円） （単位：百万円）

平成20年６月30日現在 平成21年６月30日現在 

現金預け金勘定 416,404

預け金（日本銀行預け金を除く） △147,406

現金及び現金同等物 268,997

現金預け金勘定 369,086

預け金（日本銀行預け金を除く） △179,068

現金及び現金同等物 190,018

（単位：千株）

  当第１四半期連結会計期間末株式数 

発行済株式  

普通株式 1,391,630 

第１回第１種優先株式 50,000 

第１回第４種優先株式 61,400 

第１回第５種優先株式 107,432 

合計 1,610,462 

自己株式  

普通株式 1,519 

合計 1,519 
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２．配当に関する事項 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業の種類は、連結会社の事業の種類により、銀行業務、リース業務、その他の業務に区分しております。
２．各事業の主な内容 
（1）銀行業務    銀行業務 
（2）リース業務   リース業務 
（3）その他の業務  クレジットカード業務、信用保証業務、ソフトウエア業務等 

３．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業の種類は、連結会社の事業の種類により、銀行業務、リース業務、その他の業務に区分しております。
２．各事業の主な内容 
（1）銀行業務    銀行業務 
（2）リース業務   リース業務 
（3）その他の業務  クレジットカード業務、信用保証業務、ソフトウエア業務等 

３．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記
載を省略しております。 

【国際業務経常収益】 

 一般企業の海外売上高に代えた国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載
を省略しております。 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たりの
金額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月25日
定時株主総会 

普通株式 4,170 3.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 

第１回第１種
優先株式 

192 3.85 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 

第１回第４種
優先株式 

203 3.31 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 

第１回第５種
優先株式 

805 7.50 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 

 
銀行業務 
（百万円） 

リース業務 
（百万円） 

その他の業務
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

経常収益            

(1) 外部顧客に対する経常収益 54,119 3,702 2,092 59,914 － 59,914 

(2) セグメント間の内部経常収益 354 349 1,744 2,449 2,449 － 

計 54,474 4,052 3,837 62,363 2,449 59,914 

経常利益 10,285 167 471 10,924 △8 10,933 

 
銀行業務 
（百万円） 

リース業務 
（百万円） 

その他の業務
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

経常収益            

(1) 外部顧客に対する経常収益 50,554 3,323 1,945 55,823 － 55,823 

(2) セグメント間の内部経常収益 267 278 1,321 1,867 1,867 － 

計 50,822 3,601 3,266 57,690 1,867 55,823 

経常利益 5,028 200 100 5,329 △196 5,525 
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（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間末 

※１．四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債

権」中のコマーシャル・ペーパー及び信託受益権等を含めて記載しております。 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年６月30日現在） 

 （注） 時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年６月30日現在） 

 （注）１． 四半期連結貸借対照表計上額は、株式については当第１四半期連結会計期間末前１カ月の市場価格の平均

に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第１四半期連結会計期間末日における市場

価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。 

２． その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落している等
の場合で、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四
半期連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間の損失として処理（以下
「減損処理」という）しております。 
 当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、821百万円（株式362百万円、その他459百万円）であり
ます。 
 また、「減損処理」は、資産の自己査定における有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり実施してお
ります。 

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者であり、正常先とは、破綻先、実質破綻
先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。 

（追加情報） 
 変動利付国債の時価については、市場価格を時価とみなせない銘柄を当社の基準により判断し、前連結会
計年度の第３四半期連結会計期間から合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照表計上額として
おります。これにより、市場価格をもって四半期連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は
12,388百万円増加、「繰延税金資産」は5,003百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は7,384百万円増
加しております。 
 なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フロ
ーを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボ
ラティリティが主な価格決定変数であります。 

  
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 16,407 16,849 442 

地方債 1,906 1,910 4 

社債 25,189 24,365 △824 

その他 10,274 10,088 △186 

合計 53,777 53,213 △563 

  取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 
評価差額（百万円） 

株式 113,645 114,128 482 

債券 1,375,116 1,381,515 6,399 

国債 786,918 788,453 1,535 

地方債 288,818 292,194 3,376 

社債 299,379 300,867 1,487 

その他 108,035 99,322 △8,712 

合計 1,596,797 1,594,966 △1,830 

破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先、要注意先 

時価が取得原価に比べ下落 

正常先 
時価が取得原価の50％以上下落、又は、時価が取得原価の
30％超50％未満下落かつ市場価格が一定水準以下で推移等 
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（金銭の信託関係） 

当第１四半期連結会計期間末 

１．満期保有目的の金銭の信託（平成21年６月30日現在） 

 該当ありません。 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成21年６月30日現在） 

 （注） 四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

したものであります。 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間末 

(1) 金利関連取引（平成21年６月30日現在） 

 （注） 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 
 なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いて
おります。 

(2) 通貨関連取引（平成21年６月30日現在） 

 （注） 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 
 なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第25号）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債
務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該
外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。 

(3) 株式関連取引（平成21年６月30日現在） 

 該当ありません。 

(4) 債券関連取引（平成21年６月30日現在） 

 該当ありません。 

(5) 商品関連取引（平成21年６月30日現在） 

 該当ありません。 

(6) クレジットデリバティブ取引（平成21年６月30日現在） 

 該当ありません。 

  取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 
評価差額（百万円） 

その他の金銭の信託 400 399 △0 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金融商品 

取引所 

金利先物 － － － 

金利オプション － － － 

店頭 

金利先渡契約 － － － 

金利スワップ 1,484,136 4,180 4,180 

金利オプション 675,703 8 5,640 

その他 43,619 △8 840 

  合計 ――  4,179 10,661 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金融商品

取引所 

通貨先物 － － － 

通貨オプション － － － 

店頭 

通貨スワップ 67,921 282 282 

為替予約 26,561 121 121 

通貨オプション 1,534,536 △0 15,888 

その他 － － － 

  合計  ―― 403 16,292 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとお

りであります。 

（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 公的資金優先株式の一部取得及び消却 

 当社は、平成21年７月２日開催の取締役会において、第１回第１種優先株式及び第１回第４種優先株式に関

して、自己株式の取得及び消却を決議し、以下のとおり実施いたしました。 

なお、消却により資本剰余金が47,912百万円減少いたしました。  

２【その他】 

 該当ありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 

    
当第１四半期連結会計期間末 

（平成21年６月30日） 
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 246.88 234.56 

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 4.86 2.51 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 4.23 2.21 

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額       

四半期純利益 百万円 6,765 3,499 

普通株主に帰属しない金額 百万円 － － 

普通株式に係る四半期純利益 百万円 6,765 3,499 

普通株式の期中平均株式数 千株 1,390,387 1,390,123 

        

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額       

四半期純利益調整額 百万円 － － 

普通株式増加数 千株 208,044 191,010 

(1) 取得した株式の種類 当社第１回第１種優先株式 当社第１回第４種優先株式 

(2) 取得した株式の総数 50,000,000株 26,400,000株 

(3) 取得価額 １株につき596円10銭 １株につき685円89銭 

(4) 取得総額 29,805,000,000円 18,107,496,000円 

(5) 取得先 株式会社整理回収機構 株式会社整理回収機構 

(6) 取得・消却日 平成21年７月７日 平成21年７月７日 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月６日

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 藤江 正祥  印 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 由水 雅人  印 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 齊藤 寿徳  印 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 五十嵐 康彦 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ほくほ

くフィナンシャルグループの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ほくほくフィナンシャルグループ及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成21年８月３日

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 藤江 正祥  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 由水 雅人  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 齊藤 寿徳  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 五十嵐 康彦 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ほくほ

くフィナンシャルグループの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ほくほくフィナンシャルグループ及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

追記情報 

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は税金費用の計算方

法について、前第３四半期連結累計期間より、年度の税効果会計適用後の見積実効税率を税引前四半期純利益に乗じ

て計算する方法から、原則として年度の決算と同様の方法により計算する方法に変更している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年７月２日の取締役会決議に基づき平成21年７月７日に自己

株式の取得及び消却を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年８月14日 

【会社名】 株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ 

【英訳名】 Hokuhoku Financial Group, Inc. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙木 繁雄 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 富山市堤町通り１丁目２番26号 

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

（北海道札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１） 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 
 当社取締役社長髙木繁雄は、当社の第７期第１四半期（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

２【特記事項】 
 特記すべき事項はありません。 
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